
学校法人関東学院内部監査規程   
                               （平成１９年１１月２２日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、学校法人関東学院（以下「本法人」という。）における内部監査を円滑かつ効果 

 的に行うために、必要な事項を定め、本法人における運営諸活動の遂行状況を合法性及び合理性の

観点から検討及び評価し、業務改善及び合理化のための助言、提案等を通じて、本法人の健全な運

営に資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 内部監査を実施するため、理事長の下に内部監査室を置く。 

２ 内部監査室に、室長及び室員を置く。 

３ 内部監査室長は、理事長の命を受け、所属する室員を指揮監督し、内部監査室の職務を統括する。 

 なお、その職務の性質上及び独立性から、関東学院職員役職任用及び所属異動基準によらず任用す

ることができる。 

 （監査の対象） 

第３条 内部監査の対象は、業務監査、会計監査及び公的研究費監査とする。 

 （監査の種類） 

第４条 内部監査の種類は、定期監査と臨時監査とする。 

 （監査担当者） 

第５条 内部監査室長は、監査担当者となり、内部監査を行う。 

２ 理事長の命により、前項以外の者を臨時の監査担当者に指名することができる。 

 （事務部門の業務監査・会計監査に係る内部監査委員会） 

第５条の２ 事務部門の業務監査・会計監査を実施するために、前条の監査担当者により、事務部門

の業務監査・会計監査に係る内部監査委員会を構成する。事務部門の業務監査・会計監査に係る内

部監査委員会の規程は、別に定める。  

 （公的研究費に係る内部監査委員会） 

第５条の３ 公的研究費監査を実施するために、前条の監査担当者により、公的研究費に係る内部監

査委員会を構成する。公的研究費に係る内部監査委員会の規程は、別に定める。  

 （中期監査年次計画書） 

第６条 内部監査室長は、あらかじめ監査の基本方針、監査項目、監査概要その他必要事項を記載し

た事業年度毎の中期監査年次計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。 

 （監査実施計画書） 

第６条の２ 内部監査室長は、監査の実施にあたり、前条の中期監査年次計画書に基づき、あらかじ

め当該年度の監査実施計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。 

 （監査の通知） 

第７条 内部監査室長は、内部監査の実施にあたり被監査部署に実施の時期及び監査事項について事 

 前に通知するものとする。 

 （監査担当者の権限） 

第８条 監査担当者は、被監査部署の関係者に対し、内部監査を実施する上で必要な関係書類の提出 

 及び事実関係の説明を求めることができる。 

２ 被監査部署の関係者は、監査担当者から監査実施上必要な協力を求められたときは、正当な理由 

 がない限り、これに協力しなければならない。 

 （監査結果の報告） 

第９条 内部監査室長は、監査終了後、監査報告書を作成し､業務監査・会計監査については理事長に、

公的研究費監査については理事長及び学長に報告するものとする。 

 （改善等の指示） 

第９条の２ 理事長は、監査報告書により指摘等を受けたときは、その対応について内部監査室長と

協議し、改善等が必要であると判断した場合には、当該部局等の長に通知する。 

 （監査の事後検証） 

第９条の３ 内部監査室長は、理事長により業務改善等の指示が出された場合には、当該改善等の実

施の有無及びその経過について、当該部局等の長に報告を求め、必要と認められた場合には、実施

状況を調査する。 

 （他の監査との連携） 



第１０条 内部監査室長は、監事監査及び独立監査人監査との連携に努めるものとする。 

 （監査担当者の守秘義務） 

第１１条 監査担当者は、監査の結果知り得た事項を正当な理由なく他に漏洩し、又は自ら窃用して 

 はならない。 

 （規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、理事会が行う。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年１１月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、２０１９年２月７日から改正施行する。 

 附 則 

 この規程は、２０１９年１１月１４日に改正し、２０２０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


